
※県単位化後の国保特別会計

◆佐賀県　⇒県全体で必要な保険給付費

●市町ごとに按分 （被保険者数、世帯数、所得・医療費水準を反映）

◆　鳥栖市　

【歳　出(主な支給等)】 【歳　入（主な財源）】
１　総務費 ２　使用料及び手数料

６　繰入金（一般会計からの繰入金）

３　国民健康保険事業費納付金

１　国民健康保険税

５　保健事業費

４　県支出金

２　保険給付費

　(葬祭費・出産一時金除く)

◎葬祭費

→財源は、国保税

◎出産一時金

→財源は、一般会計繰入金＋国保税

◎基本的に国保税で賄う部分は、着色部分。

◎市町は、県が市町ごとに決定した納付金を県に納付する。

◎葬祭費、出産一時金以外の保険給付費については、県からの交付金で賄うこととなるため、

　保険給付に必要な費用は全額県から交付される。

保険税として集めるべき額(県単位) 国費・県費の公費等(県単位)

納付金

交付金
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